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父母の離婚後父母の離婚後のの
子の養育に関するルール子の養育に関するルールがが

改正されました改正されました

��離婚後の父母双方を親権者と定めることができるよう
になりました。

��安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされ
ました。

�養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しが
されました。

�養育費の支払確保に向けた見直しがされました。

�父母がこどもを養育するに当たって遵守すべき責務が
明確化されました。


